
2-1 

 

第2章 改築事業の目的及び内容 
 

１． 事業の目的 
下水道は、市民の安全で快適なくらしと良好な環境を守り社会活動をささえる重要なライフ

ラインである。 

現在、札幌市下水道河川局では「札幌市下水道ビジョン 2030」および「札幌市下水道事業中

期経営プラン 2025」を策定し、下水道事業をとりまく情勢の変化に対応し将来にわたり良好な

下水道サービスを提供するよう努めている。 

市内 10 か所の水再生プラザで発生する下水汚泥は、東西 2か所のスラッジセンターに集約し

て脱水及び焼却しており、焼却に伴い発生する熱で発電するとともに、焼却灰をセメント原料

等の建設資材として 100％有効利用している。 

豊平川左岸の水再生プラザで発生した下水汚泥を処理する西部スラッジセンターでは、全５

系列の焼却炉が稼働している。そのうち、1・2系焼却炉については、老朽化のため、平成 29年

度より改築工事に着手し、令和 3 年度に新 1 系焼却炉の供用を開始しており、令和 5 年度に新

２系焼却炉の供用開始を予定している。 

本事業は、供用開始から 20 年以上が経過しており、札幌市における下水汚泥焼却炉の目標耐

用年数 35年が迫っていることから、残る 3～5系焼却炉の改築を目的としている。 

改築においては、将来的な下水汚泥発生量や東西スラッジセンターの既存能力を加味した上

で、適切な施設規模とする必要がある。更に、上述の計画において、下水道エネルギー・資源

の有効利用を進めることしており、汚泥焼却廃熱を利用した発電設備を導入することで、温室

効果ガス排出量の削減を図る計画である。 

 

２． 事業の名称及び種類 
事業の名称：札幌市西部スラッジセンター３～５系焼却施設改築事業 

事業の種類：札幌市環境影響評価条例第 2条第 2項第 6号に掲げる第一種事業 

『下水道法第 2条第 6号に規定する終末処理場』の改築 

 

３． 事業の実施想定区域の位置・規模 
事業の実施想定区域（以下「事業実施想定区域」という。）の位置・規模の概要を表 2-3-1 に、

その位置を図 2-3-1 に示す。 

事業実施想定区域は、札幌市市街部にある札幌市役所から北西方向に約 15km の手稲区手稲山

口に位置しており、現在稼働中である札幌市の下水汚泥の濃縮・脱水・焼却の処理を行う集中

処理施設「西部スラッジセンター」の敷地内である。 

改築する焼却施設の規模は、330ｔ/日とする。 

 

表 2-3-1 事業実施影響区域の位置・規模の概要 

項 目 概 要 

事業実施想定区域の位置 
札幌市手稲区手稲山口 322 番地 

（図 2-3-1 事業実施想定区域位置図 参照） 

施設の規模 330t/日 
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図 2-3-1 事業実施想定区域位置図 

※この地図は、国土地理院発行の 

電子地形図（タイル）を使用したものである 
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４． 事業の内容 
（１） 汚泥処理事業の概要 

東西 2箇所のスラッジセンターでは、水再生プラザで発生する汚泥を圧送管（パイプライン）

により集め、減容化・安定化のため、濃縮・脱水・焼却処理を行っている。 

汚泥処理のルート図を図 2-4-1 に、令和 3 年度現在のスラッジセンターの概要を表 2-4-1 に

示す。汚泥圧送ルートは、何らかの事故や災害によって一部区間で汚泥の輸送が停止しても汚

泥の処理に支障が出ないよう、二条化やループ化を行っている。 

スラッジセンターからは年間で約 2 万 t の焼却灰が発生しているが、建築資材（混合砂製造

およびセメント資源化）として、全量を有効利用している。また、西部スラッジセンターでは、

汚泥焼却に伴う熱エネルギーを蒸気発電設備の運転や脱水汚泥の乾燥・暖房・給湯などに利用

している。さらに、西部スラッジセンター1,2 系焼却施設の改築に併せ、汚泥焼却廃熱を利用し

たスクリュー・バイナリー発電設備を導入することとしており、令和 3 年度に新 1 系焼却施設

が供用開始し、順調に発電を行うことができている。引き続き令和 5 年度に新 2 系焼却施設が

供用開始する予定となっており、新 1,2 系の発電により、新 1,2 焼却炉で使用する電力分を概

ねまかなえる見込みである。 

 

 
図 2-4-1 汚泥処理のルート図 

 

表 2-4-1 東西スラッジセンターの概要 

 西部スラッジセンター 東部スラッジセンター 

所在地 手稲区手稲山口 322 白石区東米里 776-18 

施設面積(m2) 86,913 40,196 

脱水能力 
50m3/時・台×6 台 

1.28 m3/時・台×2 台 
50m3/時・台×6 台 

脱水方式 
遠心脱水方式 

圧力式スクリュープレス 
遠心脱水方式 

焼却能力（t/日） 550 300 

焼却形式 ストーカ式 循環式流動焼却方式 

発電設備 スクリュー・バイナリー発電 - 

発電出力 
400kW（新 1・2 系) 

110kW（現 5 系） 
- 
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図 2-4-2 汚泥処理フロー 

出典：札幌市下水道河川局事業推進部「令和４年度 札幌市下水道維持管理年報」 
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（２） 汚泥処理実績 
西部スラッジセンターにおける日平均汚泥焼却量の推移を、図 2-4-3 に示す。 

過去 10 年間の汚泥処理量は概ね横ばいとなっており、現在のスラッジセンターにおける焼却

処理能力である 550t/日付近を推移している。 

 

図 2-4-3 日平均汚泥焼却量の推移 

 

（３） 廃熱発電実績 
H26 年度に 5 系焼却施設蒸気発電設備が、令和 3 年度にスクリュー・バイナリー発電が設置

された新 1 系焼却施設が供用開始した。また、令和 5 年度には新 2 系焼却施設が供用開始する

予定である。過去 5 年の発電実績は表 2-4-2 の通りである。ただし、令和 3年度は 5 系焼却施設

の発電設備が故障のため停止し、また、新 1 系の供用開始が 9月であったため年間の発電量はあ

まり増加していない。 

 

表 2-4-2 西部スラッジセンターにおける廃熱発電実績 

年度 発電量（kWh） 

H26 年度 51,252 

H27 年度 883,221 

H28 年度 998,759 

H29 年度 1,047,230 

H30 年度 1,133,424 

R1 年度 867,604 

R2 年度 956,430 

R3 年度 1,287,270 

R4 年度 1,318,199 
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（４） 計画の概要 
ア 改築の方向性 

今後 10 年間の下水道事業の方向性を取りまとめた「下水道ビジョン 2030」では、脱炭素・

循環型社会の構築に貢献するために、下水道エネルギー・資源の有効利用をさらに進めるこ

ととしている。また、下水道事業の行動計画である「中期経営プラン 2025」では、西部スラ

ッジセンター3～5系焼却施設の改築に併せ、汚泥のエネルギー利用設備の導入について、新

技術の開発動向も踏まえながら多角的に検討することとしている。さらに埋戻材やセメント

原料として汚泥の 100％有効利用を引き続き実施することとしている。 

よって、改築検討においては下水汚泥を有効利用することを前提とし、現行の有効利用方

法である「焼却（廃熱発電）」以外の方法（熱分解ガス化、固形燃料化、コンポスト化）も含

め、費用面（ライフサイクルコスト）、環境面（温室効果ガス排出量）、生成物（焼却灰、固形

燃料、廃熱等）の需要の有無の 3 点から比較を行った。その結果、生成物である焼却廃熱及

び焼却灰を有効利用することができ、費用面において最も有利であるとともに、環境面でも

今後更なる技術開発が期待される「焼却（廃熱発電）」が、西部スラッジセンター3～5系焼却

炉の改築に最も適すると結論付けた。 

 

イ 施設の規模 

将来の計画人口を基に、実績等を加味して、日平均計画汚泥量及び焼却施設の規模を算出

した。試算の結果、西部スラッジセンター3～5 系の供用開始予定である令和 15 年度時点で

は、西部スラッジセンター全体で 530t-ws/d の焼却炉能力が必要である。 

1・2 系焼却炉の焼却能力はそれぞれ 100t-ws/日のため、改築予定の 3～5 系焼却炉の焼却

能力は 330t-ws/日とし、定期整備等の停止期間を考慮し、２炉以上での整備とする。 

 

表 2-4-3 施設の規模 

項目 概 要 

汚泥処理方式 廃熱発電を伴う焼却（焼却炉形式は未定） 

施設の規模 330t/日（予定） 

系列数 2 系列以上（予定） 
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ウ 複数案の設定と施設配置計画 

 事業候補地は、前述のとおり、下水汚泥を東西２ヵ所のスラッジセンターに集約し処理を

行っているため、西部スラッジセンターの敷地内とする。 

また、下水道は市民の安全で快適なくらしと良好な環境を守り社会活動をささえる重要な

ライフラインであり、今後も下水汚泥を安定的かつ効率的に処理するため、本事業の実施が

不可欠であることから、ゼロ・オプション（事業を実施しない案）については検討しない。 

 

(ア) 複数案の前提条件 

事業計画の複数案検討にあたり、前提条件を以下に示す。 

・旧 1・2系焼却施設の跡地等、西部スラッジセンターの敷地内に設置する。 

・表 2-4-4 に示した施設の概算面積等を確保する。 

・大規模修繕、定期整備等を踏まえたメンテナンススペースの確保を考慮する。 

 

表 2-4-4 西部スラッジセンター新 3～5系焼却施設の概算面積等 

項目 概算数値 

面積 縦 45m×横 81m、面積：3,645m2 

高さ 30m 

 

 

図 2-4-4 西部スラッジセンター施設配置図 

改築候補地 
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(イ) 構造・配置に関する複数案の設定 

西部スラッジセンターの用地の制約から、配置の複数案は設定することができず、構造の

複数案を検討した。 

現在、各水再生プラザから集約した汚泥は、脱水施設で脱水され、各焼却施設（全 5系列）

へ圧送されている。脱水施設は、現在と同じく脱水棟に設置する場合と焼却施設上部に設置

する場合の 2方式が考えられる（図 2-4-5 参照）。よって、煙突高さについて表 2-4-5 の複数

案を設定する。 

実際の構造についてはコストや維持管理性、環境影響評価の結果等を十分に考慮し計画す

ることとする。 

 

 

図 2-4-5 脱水施設の配置方式 

 

表 2-4-5 焼却施設の構造における複数案の設定 

区分 項目 複数案の内容 

焼却施設 

の構造 
煙突高さ 

・30m ※新1・2系相当（屋上） 

・40m ※脱水施設（10m程度）の上に煙突を設置（屋上） 

 

区分 焼却施設の構造 

項目 煙突高さ 

案 

案① 30 m 

既存の焼却炉の高さを設定 

案② 40 m 

既存の焼却炉に脱水機を加えた高

さを設定 

 

案① 煙突高さ30m 案② 煙突高さ40m

 　※脱水機と焼却炉を各々で設置 　※脱水機と焼却炉を一体で設置

焼却炉

脱水機

焼却炉

脱水・焼却
脱水機 脱水・焼却焼却棟

6 m

10 m

24 m


